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第 56 回緑化推進運営協議会（令和２年度 補正予算 他） 

協議資料 

 

第 1号議案 令和 2（2020）年度「緑の募金」補正予算について 

1 背景 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、学校募金、街頭募金など募金活動の自粛を余儀

なくされており、募金収入の減額が見込まれている。 
 

（春期キャンペーンにおける中止、延期の状況） 

3 月から 5 月に 18 団体（うち教育委員会 8 団体）より、令和 2 年度活動の中止（5 団体）

または延期（春期中止して状況を見て実施する等）の連絡があった。 
 

（募金額の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 目的 

 募金収入の減少を見込んだうえで、必要な事業を選択的かつ効率的に実施することを目的とす

る。 

 

3 補正予算の概要 

・募金収入は 9 月末時点で 6,780 千円（前年比 52％）であり、当初予算の 50％を見込んだ。 

［当初予算 21,200 千円→補正予算 10,291 千円］ 

・緑の募金推進事業は、秋期キャンペーン緑化バッジの製作を中止した。 

［当初予算 3,993 千円→補正予算 1,701 千円］ 

・緑化推進・森林の整備事業は、募金額に応じて交付金の減少等が予測された。 

［当初予算 8,796 千円→補正予算 4,640 千円］ 

・森林環境教育・森林ＥＳＤ推進は、助成事業を縮小し、その他の事業を中止した。 

［当初予算 1,922 千円→補正予算 720 千円］ 

・普及啓発事業は、コロナの影響によるイベントの中止があった。 

［当初予算 1,469 千円→補正予算 1,357 千円］ 
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4 補正予算の内容 

   
単位：千円

科目
令和2年度
当初予算額

①

令和2年度
補正予算額

②

補正額
②-①

補正
割合
②/①

補正理由等

Ⅰ　収入の部

１．緑の募金収入 21,200 10,291 △ 10,909 49% 9月末時点で6,780千円（前年比52％）

２．助成金等収入 500 450 △ 50 90%

３．運用財産利息収入 1 0 △ 1 0%

４．雑収入 0 1 1 -

当期収入合計（Ａ） 21,701 10,742 △ 10,959 50%

前期繰越収入差額（Ｂ）

収入合計（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） 21,701 10,742 △ 10,959 50%

Ⅱ　支出の部

１．緑の募金推進事業

　　募金資材整備費 2,975 1,101 △ 1,874 37%

　　募金活動費 818 598 △ 220 73%

　　募金協力者の拡大 200 2 △ 198 1% 出向者受け入れの中止

小計 3,993 1,701 △ 2,292 43%

２．緑化推進・森林の整備事業費

　　緑化活動交付金 4,663 1,529 △ 3,134 33% 募金額に比例するため

　　堺第７－３区「共生の森づくり」推進費 351 351 0 100%

　　生駒花屏風支援事業費 1,302 1,253 △ 49 96%

　　平和のみどりづくり事業費 433 285 △ 148 66% 行事縮小を背景とした申込少数のため

　　緑の少年団連盟育成事業費 850 408 △ 442 48% 緑の少年団活動の延期、中止

　　中央交付金の交付 1,137 800 △ 337 70% 募金額に比例するため

　　緑化推進運営協議会の運営 40 11 △ 29 28% 書面決議への変更による

　　募金・緑化功労者の表彰 20 3 △ 17 15% 表彰対象がなかったため

小計 8,796 4,640 △ 4,156 53%

３．森林環境教育・森林ＥＳＤ推進費

　　教員免許状更新交流の企画・運営 300 0 △ 300 0% 事業中止

　　研究会等への参加、イベントの開催 179 0 △ 179 0% 事業中止

　　普及啓発ツールの開発 200 0 △ 200 0% 事業中止

　　みどりづくりの輪活動支援事業 626 310 △ 316 50% 採択事業件数の縮小

　　「学校に森林と木の香りを」整備事業 617 410 △ 207 66% 採択事業件数の縮小

小計 1,922 720 △ 1,202 37%

４．普及啓発事業

　　会報誌の発行・メールマガジンの発行 327 269 △ 58 82% 会報誌発行回数の変更（年3回→2回）

　　ホームページ、ＳＮＳの運営 765 793 28 104% HP運営に係るSSL証明書料等の項目変更による

　　普及啓発イベントへの参加 78 20 △ 58 26% イベントの中止

　　ポスターコンクールの実施 299 275 △ 24 92%

小計 1,469 1,357 △ 112 92%

5．推進事務費 6,300 3,245 △ 3,055 52%

当期支出合計（Ｄ） 22,480 11,663 △ 10,817 52%

当期収支差額（Ａ）－（Ｄ） △ 779 △ 921 過年度黒字の解消

次期繰り越し収支差額（Ｃ）－（Ｄ） △ 779 △ 921

秋期緑化バッジの製作中止
学校募金、街頭募金の中止、延期による
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第 2号議案 緑化推進事業等交付金実績報告書提出期限の延期について 

 

1 背景 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、交付金の使途として予定していた緑化活動等の

中止、延期が余儀なくされている。 

 

2 目的 

 新型コロナウイルス感染症の影響が見通せない現状において、緑化推進事業等交付金を弾力的

かつ効果的に運用することを目的とする。 

 

3 「緑化推進事業等交付金交付要領」の記載（抜粋） 

第３条 ３ 事業期間は、原則として交付の決定を受けた日の属する年度末とする。 

第６条 緑化推進事業等交付金の交付を受けた募金団体は、申請書記載の事業計画に基づいて事業

を実施し、次年度の 4 月 30 日までに緑化推進事業等交付金実績報告書（様式第２号、

以下「報告書」という。）を協会に提出するものとする。 

 

4 提案の内容 

 令和 2 年度限りの特例として、次の措置を講じる。 

・交付金による緑化推進事業等の期間を、令和３年 10 月 31 日まで延期する。 

・実績報告書提出期限を、令和 3 年 12 月 31 日まで延期する。 

・延期を希望する団体に、令和 3 年 3 月までに「事業実施時期変更届出書」の提出を求める。 

 

以上の措置は、議決後、協会ホームページに掲載するほか、令和２年度第１回及び第２回申請案

内団体に連絡し、第３回及び第４回申請案内に掲載するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


